
子ども・子育て支援金制度の概要
〇子ども・子育て支援金について

〇令和８年度 印西市の国民健康保険税について
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子ども・子育て支援金制度について

• 子ども・子育て支援金制度とは

〇「こども未来戦略」（令和5年12月22日閣議決定）の「加速化プラン」において児童手当の拡充など年３．６
兆円規模の子ども・子育て政策の給付拡充が図られることとなり、その必要な安定財源を確保することを目的とし
て「子ども・子育て支援金制度」が令和８年度に創設されることとなりました。

〇令和8年度から毎年度、保険者が医療保険料等と合わせて「子ども・子育て支援金」を徴収し、支援納付金とし
て国に納付します。

〇支援納付金の総額のうち被保険者又は事業主が全体として負担する具体的な額の目安は、令和8年度概ね
6,000億円、令和9年度概ね8,000億円、令和10年度概ね1兆円規模となる予定です。

子ども・子育て支援加速化プラン 【こども家庭庁】 医療保険者 被保険者・事業主

□ 児童手当の抜本的拡充 子ども・子育て 保険料（税）

□ 妊婦のための支援給付 支援納付金 （子ども・子育て支援金）
□ 子ども誰でも通園制度の創設 など 納付 徴収

2



子ども・子育て支援金制度について

• 国民健康保険料（税）について

〇 国民健康保険料（税）は、医療費の財源となる「医療分」、後期高齢者医療制度を支えるための財源となる

「後期高齢者支援金分」、介護保険制度を支えるための財源となる（40歳から65歳未満の介護保険第２

号被保険者の方が納める。）「介護納付金分」の３区分から構成されています。

〇 これらに加え、令和８年度からは新たに「子ども・子育て支援納付金分」の賦課・徴収を開始することになります。

〇 応益分について低所得者の軽減措置（軽減率：７割、５割、２割）が適用されます。

〇 子ども・子育て支援納付金分は、18歳以下のこどもに係る均等割額を10割軽減されます。

医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

子ども・子育て支援納付金分
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令和８年度 印西市の国民健康保険税額について

所得割 被保険者均等割 世帯平等割 賦課限度額

医療分 ７．２％ ２４，０００円 ２９，０００円 ６６万円

後期高齢者支援金分 ２．３％ １１，５００円 ２６万円

介護納付金分 ２．０％ １４，０００円 １７万円

子ども・子育て支援納
付金分（※）

０．２５％ １，７３０円
18歳以上均等割８８円

※地方税法の
改正にあわせる

（※）18歳に達する年度までのこどもに係る支援納付金の均等割額を軽減

〇子ども・子育て支援納付金の算定方法について（案）

・賦課方式は、後期高齢者支援金分及び介護納付金分と同様に、所得割と均等割を賦課する２方式とする。
・県が示す標準保険料率（仮数値）に合わせ子ども・子育て支援納付金の保険税率等を設定することとする。
なお、賦課限度額においては、今後発出される税制大綱の改正（地方税法の改正）で示される額とする。

（参考）千葉県 子ども・子育て支援納付金分 所得割：0.27％ 均等割：1,682円
18歳以上均等割：106円
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• 被保険者への影響について

国の試算では、国民健康保険の「加入者１人当たり支援納付金額（平均月額）」は、令和８年度が２５0円

令和９年度が３００円、令和10年度が４００円となる見込みです。

【令和8年度 印西市国保の子ども・子育て支援納付金分の賦課額】

□１人世帯（18歳以上）

令和８年度 印西市の国民健康保険税について

世帯の合計所得 賦課額 １月あたりの影響額

０円（7割軽減） ５４０円 ４５円

１００万円 ３，２００円 ２６６円

２００万円 ５，７００円 ４７５円

□２人世帯（主、被扶養者共に18歳以上）

世帯の合計所得 賦課額 １月あたりの影響額

０円（7割軽減） １，０００円 ８３円

１００万円（5割軽減） ３，２００円 ２６６円

２００万円 ７，５００円 ６２５円

□令和8年度 保険税率等（案）

所得割率 ０．２５％

均等割額 １，７３０円

18歳以上均等割額 ８８円

・応益分について低所得の軽減措置が
適用される。（7割・5割・２割軽減）
・18歳に達する以後の最初の3月31日
以前までのこどもに係る支援納付金分の
均等割額は徴収されない。

※１人当たり調定額 2,881円（当初予算ベース）
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令和８年度 印西市の国民健康保険税について
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・地方税法における子ども・子育て支援納付金分の保険税計算方法

〔18歳以上被保険者均等割額〕＝〔18歳未満被保険者均等割額減額相当額の総額〕
未就学児に係る分

＝ 〔均等割相当額の合計額〕－〔低所得者軽減額の合算額〕－子ども均等割軽減額の合算額〕
就学児～18歳未満に係る分

＝ 〔均等割相当額の合算額〕－〔低所得者軽減額の合算額〕
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18歳以上被保険者均等割額 ・低所得者軽減分と子ども均等割軽
減分はそれぞれ公費により措置される
ことから、残りの分を18歳以上被保険
者均等割総額として、18歳以上に賦
課する。



令和8年度 印西市の国民健康保険税について

令和7年11月～

令和8年２月

• 関係政令等の改正

• 国保事業費納付金及び標準保険料率の仮算定・本算定提示

• 令和8年度税制大綱改正の発出 など

令和7年10月～

令和8年2月

• 国民健康保険税条例改正案の策定

• 令和8年度当初予算案の策定

• 国保運営協議会への諮問・答申

令和8年3月～

令和8年4月

• 令和8年第1回定例会に上程（条例改正・令和8年度当初予算案）

• 【令和8年4月】 子ども・子育て支援金制度 開始

国・千葉県

印西市

・今後のスケジュール
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<参考>

0 5000 10000 15000 20000

被保険者数

未就学児 就学児～18歳未満 18歳以上未就学児 403人

就学児～18歳未満 800人

18歳以上 16,780人

（40歳～65歳未満） （5,166人）

（65歳以上～69歳未満） （3,618人）

（70歳以上） （5,384人）

合計 17,983人

・年齢構成 （R7.9.30時点）

‣人口（R7.9.30時点）111,999人のうち、国民健康保険加入割合は、16.1％
国民健康保険被保険者数 17,983人のうち、未就学児割合 2.2％、就学児から18歳未満割合 4.4％
18歳以上 93.3％となる。65歳以上の高齢者割合は 50.1％となっている。
‣令和６年９月30日時点の被保険者数 18,341人に対し、令和7年度同時点では、358人の減となり年々減少
傾向である。
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<参考>
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